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令和８年６月 

工事担当者説明会 

 

１ 令和７年度工事について ～講評及び指摘事項～ 

１－１ 講評 

１ 令和７年度に実施した工事検査９３件の工事成績については、６０点未満の低点数工事はありません

でした。良下（６０～６４点）０件、良中（６５～７４点）４４件、良上（７５～７９点）４１件であり

ました。各工種の点数分布については、工種別工事成績（別紙）のとおりで、８０点以上の優良工事は、

令和７年度が８件、令和６年度が１０件、令和５年度が９件、令和４年度が８件でした。 

２ 令和７年度工事は最低点も６５点と、悪い成績の工事はなく、平均点も上がっていることから全体的

に品質が良くなってきた印象です。作業員がケガをする事故が起きてしまったことは残念でした。 

３ 工事完了書類は、概ね適切に不足なく整理されておりましたが、変更期限を過ぎてしまう、工事検査官

への提出が検査間際になり、十分な書類確認ができないまま検査に臨む事例がまだありますので、完了

届提出日に全ての書類が整えるように逆算して工程管理を行ってください。 

４ 完了検査に先立ち、監督員との下検査が実施されており、円滑な検査の実施に配慮いただけたことに

感謝します。引き続き、下検査の実施にご協力をお願いします。 

５ 電子化により、工事写真は撮影日や時間まで記録されています。ズルしないように。拡大してヘルメッ

トの氏名まで見えます。 

 

１－２ 工事全般に関する注意点、指摘事項 

１ 施工計画書に記載の事項はやることなので、不要な項目の記載など過去の流用で適当に作成しないこ

と。記載してある内容は実施すること。 

２ 現場代理人は、現場に常駐し、第３者に対しても説明できるよう現場をよく把握しておくこと。 

３ 名前だけの現場代理人、主任技術者は評定で減点されるだけでなく、問題が起きた場合の責任を問わ

れる立場である。任務を遂行できる人材を選任すること。 

４ 資材不足、人材不足で予測通りに工事が進まないことがあるため、着手を早めて不測の事態に慌てな

いように。 

５ 書類提出も含めた工程管理をして、完了届と同時に書類提出するように。 

６ 下請の引き取り検査を実施するように。 

７ 下請との契約は一式ではなく数量でやり、施工量の増減があったら適切に変更契約すること。トラブ

ルにならないようにする。 

８ 資材や残土等の置き場を設ける工事は、その置き場の管理状況が確認できる写真を撮影すること。 

９ デジタルで写真をみると撮影日や時間までわかる。不正をしていることもすぐわかり、そのようなこ
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とをされると信用できなくなる。 

例：毎月の安全訓練をまとめて撮影している、コンクリートの養生期間をとらずに脱型している。 

  冷却時間を確保せずにクランプを外している。 

１０ 契約外の内容でもこのタイミングで施工するのが有利だと思われる場合は市に提案すること。悪い

舗装が少しだけ残っている。せっかく足場を掛けたのに補修が必要な部分をそのままにしていた。な

ど。 

１１ 熱中症対策の手続き、単品スライドの手続きなど必要な時期の協議を逃してしまうと後からでは対

応してあげられないものもある。早めに監督員と協議して、適切な手順で進めるように。 

 

２ 令和８年度法改正などについて 

 

２－１ 関係法令等の改正 

１ 工事関係書類の様式変更について 

  令和８年度当初より様式が変更しているものが多くあります。ホームページで最新の様式をダウンロ

ードして使用してください。（請負代金内訳書の記載内容、『完了届』→『完成通知書』など）  

２ 下請代金支払について 

  下請代金の支払いをできるかぎり現金払いとすること。２０２６年度末、手形はなくなる予定です。 

 

２－２ 入札制度について 

１ 碧南市週休２日工事実施要領（令和８年４月１日施行） 

  国、県の要領が毎年変更するため、市の要領も毎年変更しています。制度をよく理解して適切な休日

の確保をお願いします。 

２ 施工計画書の項目省略について 

  愛知県の運用に合わせて４５００万円未満の工事の施工計画書は土木工事現場必携に基づき省略する

ことができます。ただし、監督員が求める場合、作成にご協力お願いします。 

３  各種要領の改正について（令和７年４月１日施行） 

  ホームページを確認し、最新の様式で提出するようにしてください。提出が省略できる基準金額の変

更を実施しました。 

４ 情報共有システムの活用について 

  令和７年度工事から工事チェックリストの紙・電子区分を廃止し、愛知県の情報共有運用ガイドライ

ンに基づくとしました。 

 

２－３ 入札制度の補足、取扱い 
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１ 入札にかかる辞退について 

 (1) 入札参加申し込み後の辞退(=入札の辞退) 

   入札参加申込後、入札を辞退する場合は、あいち電子調達システム上で辞退の理由を付して、所定

の手続きをしてください。【碧南市電子入札施行要領第１２条】 

   しかし、過去には入札辞退の手続きを怠る方が、見受けられました。 

    

 (2) 開札後の辞退 

  ア 落札候補者としての辞退(=事後審査期間での辞退) 

   (ｱ) 同日複数開札において、同一業者が複数の落札候補者になった場合、入札方式の別（取り抜け

方式、抽選均等法式、あるいはそれら以外）に関わらず、複数の落札候補案件のうち、請負金額の

安いものから落札候補資格を辞退することは、罰則等の適用は無く、可能です。尚、辞退する案件

は、工事を対象とします。 

     

   (ｲ) 入札者が入札した案件のうち、同日開札案件の請負金額の最高額案件の落札候補者となった場

合に、その資格を辞退すると、罰則が適用されます。 

  イ 落札者としての辞退(=落札者決定後の辞退) 

   入札参加資格の事後審査を経て、落札者として決定された後に、契約を辞退する場合は、理由の如何

を問わず、罰則等が適用されます。 

 

２－４ 電子入札についての注意事項 

１ 添付書類の添付間違いについて 

  あいち電子調達システムの入札手続きでは、碧南市電子入札実施要領に基づき、取り扱います。入札

の無効にならないよう添付の際は、十分注意してください。 

   

＜理由の例＞  
・積算の結果、当社の実行予算に見合わないため。 
・入札申込み後、本工事に配置予定の技術者が、他の工事に従事することとなったため。 
・当社の施工体制では、工期内に完了する目処が立たないことがわかったため。 

＜補足＞ 
上の(ｱ)の場合、落札候補者辞退届（市のHPに掲示中）に辞退理由を記入し、速やかに

提出してください。市は、落札候補者辞退届の受理後、次順位の落札候補者に対して、契
約に向けて事務を進めます。 
また、上の(ｱ)の場合、落札候補者が落札候補資格を辞退することにより、契約者がい

なくなる場合でも罰則の適用はしません。市は再度の入札準備を行います。 

＜例＞・入札参加申込書を添付すべきところを、誤って内訳書を添付した。→申込書受付締切日時までに再
提出の申し入れがあった場
合、再提出が認められる事
があります。 

・内訳書を添付すべきところを、誤って入札参加申込書を添付した。→入札の無効 
・内訳書を添付し忘れた。                   →入札の無効 

   ・内訳書の金額と入札金額が違う。               →入札の無効 
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２ 設計内訳書の記載内容について 

  内訳書は自社の実行予算を明記するという観点で、「直接工事費」は一式からの記載とせず、本工事内

訳書に概ね即した工種ごとの自社施工工事費を記載してください。 

３ 総合数値（法に規定する開札日に有効な総合評定値に主観点を加えたもの）について 

  入札参加資格の内、自社の総合数値について、最新の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知

書を、確認してください。尚、経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の有効期限は１年７ヶ月

となっています。有効期限が切れている場合は、契約の締結ができませんのでご注意ください。 

２－５ 工事施工管理について 

１ 発注者による施工体制の点検義務 

  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 16 条により、施工体制台帳の点検等を行な

うことが発注者には義務付けられています。 

   

２ 一括下請負の禁止 

   

３ 法定福利費の確認 

  下請業者との契約書に法定福利費が適切に計上されている事を確認するため、健康保険、厚生年金保

険、雇用保険の保険料を明示した請負代金内訳書を確認してください。 

４ 交通誘導警備員について 

  交通誘導警備員のうち１人は、有資格者（交通誘導警備教業務１級または２級検定合格者）の配置が

必要です。警備業法の規定に基づき愛知県公安委員会が道路における危険を防止するため、必要と認め

た指定路線で行う交通誘導警備業務を除き、有資格者が配置できない場合は、監督員の承諾を得て交通

の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置が必要です。尚、自家警備は認められません。 

 

２－６ 工事検査事務について 

１ 受験体制 

＜参考＞施工体制台帳の添付書類「一次下請負契約書（注文請書等を含む）の確認項目」 
【土木工事現場必携より抜粋】 

ア 注文者名（元請業者）と請負人名（一次下請業者） 
イ 工事内容 

(ｱ)工事内容が明記されていることの確認（一式工事は不可） 
(ｲ)単価に材料費及び機械経費が含まれているか否かの確認 

ウ 請負代金の額 
エ 工事着手の時期及び工事完成の時期 
オ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及

び方法 

＜建設業法＞第二十二条 
１ 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請
け負わせてはならない。 

２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならな
い。 
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  検査当日は検査がスムーズに行える人員と検査用図面（出来形図等）を用意するよう、監督員と調整

してください。 

  原則、市役所にて書類検査を実施します。受験体制は請負者にて用意していただきますので、パソコ

ン、モニターのセッティングをし、指示された書類がすぐ出せるようデータの表示準備をし、開始時間

に間に合うようにしてください。モニターは市役所に設置してあるものを使用することができます。 

２ 完了検査日の設定 

  完了届を受理した日から１４日以内に行います。 

  完了検査時に、軽微な補正を指示することが多々あります。道路使用許可期間を考慮し、工期内での

完了検査の実施を目指してください。 

３ 検査立会い者 

  請負者側の立会者は、契約者又は現場代理人若しくは主任技術者となっていますが、現場の状況につ

いて、検査監の質問に明確に答えられるようにしてください。 

４ 監督員による事前検査(下検査)実施のお願い 

  円滑な検査の実施のため、また、変更契約締結後の出来形不足防止のため、監督員と現場代理人等で事

前検査(下検査)をお願いします。 

５ 安全管理の活動記録の確認について 

  完了検査時にＫＹ活動や新規入場者教育、災害防止協議会の活動記録の確認をしますが、事前に提出

していただけますと当日の検査時間に余裕が生まれますので、検査前に提出できる場合は他の書類と同

時期の提出にご協力ください。 

 

２－７ 碧南市公契約条例について 

 碧南市公契約条例に基づき、受注者及び下請負者においては、条例第６条の規定により「労働環境報告

書」を契約担当課へ提出しなければなりません。 

 特定公契約の対象受注者は、契約締結後 7 日以内に労働環境報告書を提出してください。 

 長期継続契約等年度をまたぐ契約については、毎年度提出する必要がありますので、忘れずに提出して

ください。 

 ガードマンや産業廃棄物の収集運搬する会社なども対象になりますので、施工体制台帳の有無に限らず

現場にて請負者の代わりとなる作業をする会社には作成義務があることをご承知ください。 



令和３年－令和７年度　工種別工事成績（抜粋） 別　紙

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５ヵ年平均

最高点 88 86 86 84 85 86

最低点 65 60 70 60 65 64

平均点 75.5 74.1 74.8 74.8 75.1 74.9

案件数 43 38 42 41 31 39

最高点 81 82 80 80 78 80

最低点 67 72 65 57 72 67

平均点 74.9 76.5 73.8 73.8 75.9 75.0

案件数 14 12 13 11 12 12

最高点 76 81 82 80 84 81

最低点 70 70 66 61 69 67

平均点 73.6 75.5 74.8 70.5 76.3 74.1

案件数 11 10 8 8 6 9

最高点 78 79 81 80 78 79

最低点 72 70 72 74 70 72

平均点 74.5 74.7 75.2 76.4 74.6 75.0

案件数 12 12 10 7 9 10

最高点 76 75 70 83 66 74

最低点 75 70 69 74 66 71

平均点 75.5 73.0 69.7 77.3 66.0 73.9

案件数 2 3 3 6 1 3

最高点 75 81 79 79 77 78

最低点 71 71 69 70 69 70

平均点 73.3 74.7 73.2 73.7 73.6 73.6

案件数 10 6 9 10 12 9

最高点 77 78 78 77 78 78

最低点 70 69 68 70 72 70

平均点 72.3 72.1 72.4 74.5 74.2 73.0

案件数 9 10 13 11 5 10

最高点 72 79 79 76 80 77

最低点 70 69 70 60 67 67

平均点 71.1 71.4 74.7 69.6 72.0 71.9

案件数 10 8 9 7 10 9

最高点 81 83 82

最低点 75 78 77

平均点 78.0 80.0 79.2

案件数 2 3 3

最高点 74 76 79 79 71 76

最低点 74 76 71 72 71 73

平均点 74.0 76.0 76.3 76.0 71.0 75.4

案件数 1 2 3 3 1 2

最高点 76 78 76 77

最低点 76 78 76 77

平均点 76.0 78.0 76.0 76.7

案件数 1 1 1 1

（参考）

評価 優 良中 良下 可 不可 良上

評定点 80点以上 65～74点 60～64点 55～59点 54点以下 75～79点

※翌年度 ※翌年度 ※翌年度

　経審点＋10 　経審点-10 　経審点-10

電気工事

土木一式
工事

舗装工事

建築一式
工事

水道施設
工事

造園工事

機械器具
設置工事

管工事

塗装工事

防水工事

電気通信
工事


